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町田市立小学校等の学校給食費に関する条例の一部を改正する条例 

町田市立小学校等の学校給食費に関する条例（平成３１年３月町田市条例第１４号）

の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

町田市立学校の学校給食費に関する条

例 

町田市立小学校等の学校給食費に関す

る条例 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、町田市が設置する小学校

及び町田市規則（以下「規則」という。）で

定める中学校において学校給食法（昭和２９

年法律第１６０号）第４条の規定に基づき町

田市が実施する同法第３条第１項に規定する

学校給食に係る同法第１１条第２項に規定す

る学校給食費（以下「学校給食費」という。）

の取扱いに関し必要な事項を定めるものとす

る。 

第１条 この条例は、町田市が設置する小学校

及び町田市立武蔵岡中学校において学校給食

法（昭和２９年法律第１６０号）第４条の規

定に基づき町田市が実施する同法第３条第１

項に規定する学校給食に係る同法第１１条第

２項に規定する学校給食費（以下「学校給食

費」という。）の取扱いに関し必要な事項を

定めるものとする。 

（学校給食費の額） （学校給食費の額） 

第３条 学校給食費の額は、規則で定める。 第３条 学校給食費の額は、町田市規則（以下

「規則」という。）で定める。  

附 則 

この条例は、令和６年９月１日から施行する。 
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